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東北地方太平洋沖地震の当社被害状況について 
 
2011（平成 23）年 3 月 11 日に発生した『東北地方太平洋沖地震』で被災されました皆様に、心からお見舞

い申し上げます。 
当社グループの現時点における被害状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．人的被害の状況について 
当社グループの被災地に点在する営業拠点に従事する全社員の生存確認ができました。 
 
２．被災地域の営業拠点について 
津波により閉鎖している拠点は、大船渡営業所（岩手県大船渡市）、仙台営業所（仙台市宮城野区）の２拠点

です。 
現在、大船渡営業所については盛岡営業所（岩手県盛岡市）と北上営業所（岩手県北上市）に移し、業務を

再開しております。仙台営業所は鋭意復旧中であり、近日中に業務を再開できる予定です。再開までは仙台

北営業所（宮城県富谷町）で対応させていただいております。そのほかの被災状況は確認作業中であります。 
また、行政による避難指示・屋内退避指示に従い、福島県においては暫時営業を停止、従業員は自宅待機（含

む避難）としております。 
 
３．建設機械（レンタル用資産）について 
レンタル用資産につきましては、お客様にレンタル中の建機多々あり、状況把握に努めておりますが、今の

処、現場が混乱しており正確な確認はとれておりません。 
 
４．当社グループの対応について 
先にお知らせいたしましたとおり、対策本部（本部長：長崎 学）を設け、被災地の営業拠点では、それぞ

れ、自治体・公共機関との災害協定ならびに要請に基づき、建機や機材等々の出荷を行っているほか、全国

から漸次、建機、発電機、ダンプカー、仮設ハウス・トイレ等を被災地に向け移動を開始しております。今

後もカナモトグループを挙げて、被災地の復興復旧に全力を挙げて取り組んでまいります。 
 
５．上述に関する平成 23 年 10 月期の業績への影響について 
当社営業所の建物の被害は限定的であります。また、レンタル用資産につきましては、上述のとおり現在鋭

意確認中であります。詳細が分かり次第、お知らせいたします。 
以上 


